
埼玉県中小企業制度融資の
令和６年度改正点について

産業労働部 金融課



本日の内容
１：令和６年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 伴走支援型経営改善資金の延長について
(3) 事業資金（短期貸付）の拡充について
(4) 産業創造資金（事業承継支援貸付）の見直しについて
(5) その他の見直し事項について
(6) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：その他連絡事項



本日の内容
１：令和６年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について ☜
(2) 伴走支援型経営改善資金の取扱期間の延長について
(3) 事業資金（短期貸付）の拡充について
(4) 産業創造資金（事業承継支援貸付）の見直しについて
(5) その他の見直し事項について
(6) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：その他連絡事項



１−(1) 令和６年度の主な改正イメージ

認定組合（員）
５０００

信用保証あり
2,000万円

産業創造資金（事業承継支援貸付）の
融資対象要件の見直し

伴走支援型経営改善資金の取扱期間の延長 事業資金（短期貸付）の拡充

その他の改正点

融資限度額
令和６年３月３１日

融資実行分まで
令和６年６月３０日

保証申込み
かつ

令和６年８月３１日
融資実行分まで

・経営安定資金【エネルギー・原材料価格
高騰特例】の取扱い終了

・設備投資促進資金の融資対象要件の見直し

・経営あんしん資金の融資対象要件の見直し

経営承継円滑化法の
認定なし要件

経営承継円滑化法の
認定あり要件

廃止

中小企業の代表者、
事業を営んでいない個人

を融資対象者に追加

信用保証なし
2,000万円

認定組合（員）
5,000万円

信用保証あり
3,000万円

信用保証なし
3,000万円

認定組合（員）
6,000万円



本日の内容
１：令和６年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 伴走支援型経営改善資金の取扱期間の延長について ☜
(3) 事業資金（短期貸付）の拡充について
(4) 産業創造資金（事業承継支援貸付）の見直しについて
(5) その他の見直し事項について
(6) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：その他連絡事項



１−(２) −① 伴走支援型経営改善資金の取扱期間の延長

いわゆるゼロゼロ融資の借換需要等に対応するため、
伴走支援型経営改善資金の取扱期間を

令和６年３月３１日融資実行分まで
から

令和６年６月３０日保証申込受付、かつ
令和６年８月３１日融資実行分まで

に延長します。



１−(２)−② 伴走支援型経営改善資金の対象者要件について
次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者
ア セーフティネット保証４号の認定を受けている方

イ セーフティネット保証５号の認定を受けている方

ウ 次のいずれかに該当する者
（ア） 最近１か月の売上高が前年同月の売上高と比較して５％以上減少している方

（イ） 最近１か月の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して５％以上減少している方

（ウ） 最近１か月の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して５％以上減少している方

（エ） 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して５％以上減少している方

（オ） 最近１か月の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して５％以上減少している方

（カ） 最近１か月の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して５％以上減少している方

（キ） 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して５％以上減少している方



セーフティネット保証４号 セーフティネット保証５号 一般保証

融資限度額
設備資金 １億円
運転資金 １億円（県制度融資のみ借換可）

融資期間
設備資金１０年以内（据置５年以内）
運転資金１０年以内（据置５年以内）

融資利率 ０．９％～１．１％以内
１．０％～１．２％以内

（責任共有制度の対象除外となる県制度融資の既往借入金の
範囲内の額を借り換える場合は０．９％～１．１％以内）

保証料
０．８５％

（国から信用保証協会に０．６５％の補助あり）

０．４５％～１．９％以内
（国から信用保証協会に

０．２５％～０．７５％の補助あり）
（財務区分による）

利子補給率 ０．６％

その他
・受付機関は金融機関
・金融機関による継続的な伴走支援（フォローアップ）が必要

１−(２)−③ 伴走支援型経営改善資金の融資条件について

＊１

＊２

＊１

＊２

＊１ 事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は、0.25%又は0.45%が上乗せとなる。
＊２ 経営者保証免除対応の場合は各0.2％上乗せとなるが、上乗せされる保証料は国の補助対象となり、事業者負担は変わら

ない。ただし、条件変更に伴い追加して生じる保証料については国の補助対象とならないため、全額事業者負担となる。



１−(２) −④ 伴走支援型経営改善資金の取扱期間終了後の対応について

伴走支援型経営改善資金の取扱い期間が終了した後の
資金需要に対応するため、令和6年度当初予算において

「経営改善おうえん資金（仮称）」として
融資枠３００億円を確保します。

※令和６年７月以降に制度を創設予定ですが、詳細については
制度実施時に改めてお知らせします。



本日の内容
１：令和６年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 伴走支援型経営改善資金の取扱期間の延長について
(3) 事業資金（短期貸付）の拡充について ☜
(4) 産業創造資金（事業承継支援貸付）の見直しについて
(5) その他の見直し事項について
(6) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：その他連絡事項



１−(３) −① 事業資金（短期貸付）の融資限度額の拡充

事業資金（短期貸付）の融資限度額を拡充します。
信用保証あり２，０００万円 信用保証あり３，０００万円
信用保証なし２，０００万円 信用保証なし３，０００万円
併用 ４，０００万円 →  併用 ６，０００万円
（認定組合・組合員は （認定組合・組合員は

５，０００万円） ６，０００万円）



信用保証付き 信用保証なし

融資限度額

３，０００万円 ３，０００万円

併用の場合 合計６，０００万円
（認定組合（員） ６，０００万円）

※中小企業者としての限度額と認定組合の組合員としての限度額の併用はできません。

融資期間 運転資金１年以内

融資利率 １．１％以内 １．５％以内

保証料 ０．４５％～１．６４％以内 ―

利子補給率 ０．４７５％ ０．０７５％

１−(３)−② 事業資金（短期貸付）の融資条件について

＊

＊ 事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は、0.25%又は0.45%が上乗せとなる。



本日の内容
１：令和６年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 伴走支援型経営改善資金の取扱期間の延長について
(3) 事業資金（短期貸付）の拡充について
(4) 産業創造資金（事業承継支援貸付）の見直しについて ☜
(5) その他の見直し事項について
(6) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：その他連絡事項



１−(４)−① 産業創造資金（事業承継支援貸付）の融資対象者要件の見直しについて

中小企業者の代表者や事業を営んでいない個人
（会社役員、従業員など）が、経営承継円滑化法の認定を受け
ることで、信用保証協会の保証を単独で受けられるようにする
ため融資対象者要件の見直しを行います。



令和６年度 令和５年度

対象者
要件

次のア～ウのいずれかに該当する中小企業者

（廃止）

ア 経営承継円滑化法第１２条第１項第１号イ若しくはロ
の認定を受けた会社、同項第２号イ若しくはロの認定を
受けた個人又は同項第１号イの認定を受けた会社の代表
者（追加）（経営承継関連保証、経営承継準備関連保証
又は特定経営承継関連保証）

イ 経営承継円滑化法第１２条第１項第１号ハの認定を受
けた会社であって、保証協会への申込日直前の決算にお
いて、法人・個人の分離がなされており、かつ、保証協
会への申込日において返済緩和している借入金がないも
の（経営承継準備関連保証）

（新設）
ウ 経営承継円滑化法第１２条第１項第３号の認定を受け

た事業を営んでいない個人（特定経営承継準備関連保証）

次のア又はイのいずれかに該当する中小企業者

ア 次の（ア）から（エ）のいずれかに該当する者
（ア）親族内承継又は役員・従業員承継により、代表者を

交代しようとする法人又は代表者が交代してから２年
未満の法人

（イ）親族内承継又は役員・従業員承継により、制度融資
の融資対象者に該当する個人から事業の引継ぎを受け
てから２年未満の者

（ウ）経営者の後継者が不在の法人からＭ＆Ａ（株式譲渡
、事業譲渡等をいう。）により事業の譲渡を受けよう
とする法人又は事業の譲渡を受けてから２年未満の法人

（エ）後継者不在の個人から事業の譲渡を受けようとする
者又は事業の譲渡を受けてから２年未満の者

イ 次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当する者
（ア）経営承継円滑化法第１２条第１項第１号イ若しくは

ロの認定を受けた会社又は同項第２号の認定を受けた
個人（経営承継関連保証又は経営承継準備関連保証）

（イ）経営承継円滑化法第１２条第１項第１号ハの認定を
受けた会社であって、保証協会への申込日直前の決算
において、法人・個人の分離がなされており、かつ、
保証協会への申込日において返済緩和している借入金
がないもの（経営承継準備関連保証）

１−（４）−②産業創造資金（事業承継支援貸付）の融資対象者要件の見直しについて



１−（４）−③事業承継フローチャート

信金使途/調達の目的

経営者保証の解除 株式・事業用資産等の取得

承継方法

社外への継承（M＆A） 社内への継承（親族・役員・従業員）

事業承継特別貸付
融資対象者要件 ア

（事業承継特別保証制度）
[借換資金のほか、

運転資金や設備資金も対象]

事業承継特別貸付
融資対象者要件 イ

（経営承継借換関連保証）
[借換資金のみ対象]

申込人

中小企業者（会社・個人事業主） 事業を営んでいない個人

事業承継支援貸付
融資対象者要件 ウ

（特定経営承継準備関連保証）
事業承継支援貸付

融資対象者要件 ア又はイ
（経営承継準備関連保証）

事業承継（経営者の交代）前

信金使途/調達の目的

経営者保証の解除 株式・事業用資産等の取得

事業承継特別貸付
融資対象者要件 ア

（事業承継特別保証制度）
[借換資金のみ対象]

中小企業者（会社・個人事業主） 認定を受けた法人の代表者

申込人

事業承継支援貸付
融資対象者要件 ア
（経営承継関連保証）
[運転資金も対象]

事業承継支援貸付
融資対象者要件 ア

（特定経営承継関連保証）
[運転資金も対象]

事業承継（経営者の交代）後



本日の内容
１：令和６年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 伴走支援型経営改善資金の取扱期間の延長について
(3) 事業資金（短期貸付）の拡充について
(4) 産業創造資金（事業承継支援貸付）の見直しについて
(5) その他の見直し事項について ☜
(6) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：その他連絡事項



１−(5)−① 経営安定資金（知事指定等貸付）特定業種関連【エネルギー・原材料
価格高騰特例】の取扱い終了について

経営安定資金（知事指定等貸付）特定業種関連
【エネルギー・原材料価格高騰特例】は

令和６年３月３１日融資実行分をもって、
取扱い終了とします。



令和６年度 令和５年度

対象者要件

①人手の省力化
※経済産業省の中小企業省力化投資補助金や

県産業支援課の令和６年度事業
「中小企業人手不足対応支援事業」による補助金
の採択を受けた設備投資も対象

②シニア、女性及び障害者等の職場環境
の整備等

③カーボンニュートラルの実現

④DXの推進

⑤事業再構築の推進

①成長分野への進出、事業拡大（廃止）

②人手の省力化

③シニア、女性及び障害者等の職場環境
の整備等

④感染症の拡大防止策実施（廃止）

⑤カーボンニュートラルの実現

⑥DXの推進

⑦事業再構築の推進

１−(５)−② 設備投資促進資金の融資対象者要件の変更



１−(５)−③経営あんしん資金の融資対象者要件の拡大
融資対象者要件のア〜エにおいて、比較対象にできる過去の売上高や利益率を
過去４年以内から過去５年以内に対象を拡大します。

次のア〜オのいずれかに該当すること。
ア【売上等減少】最近３か月（原則として申込月の直近３か月）の平均売上高、平均売上総利益率又は

平均営業利益率が過去５年のうちいずれかの同期と比較して減少している方。

イ【売上等減少見込み】今後３か月（申込月の翌月を含めたいずれかの連続する３か月）の平均売上高、
平均売上総利益率又は平均営業利益率が過去５年のうちいずれかの同期と比較して減少する見込みの
あることが、融資申込時において確実である方。

ウ【売上等減少】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて最近１か月（原則として申込月の直近１か月）
の売上高、売上総利益率又は営業利益率が過去５年のうちいずれかの同月と比較して減少している方。

エ【売上等減少見込み】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて今後１か月（原則として申込月の翌月）
の売上高、売上総利益率又は営業利益率が過去５年のうちいずれかの同月と比較して減少する見込みの
あることが、融資申込時において確実である方。

オ【創業後１年未満・事業拡大等】最近１か月の売上高、売上総利益率又は営業利益率を前年同月と比較
することが困難であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて最近１か月の売上高、売上総利益率
又は営業利益率が最近３か月の平均売上高、平均売上総利益率又は平均営業利益率と比較して減少してい
る方。



本日の内容
１：令和６年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 伴走支援型経営改善資金の取扱期間の延長について
(3) 事業資金（短期貸付）の拡充について
(4) 産業創造資金（事業承継支援貸付）の見直しについて
(5) その他の見直し事項について
(6) 融資利率の変更について ☜

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：その他連絡事項



１−(６) 令和６年度上半期 埼玉県中小企業制度融資利率改定一覧
資金名 令和５年度下半期 令和６年度上半期

事業資金（一般貸付） １．４％〜１．６％ １．５％〜１．７％
小規模事業資金 １．３％〜１．５％ １．４％〜１．６％
小規模事業資金【経営革新企業特例適用の場合】 １．２％〜１．４％ １．３％〜１．５％
起業家育成資金 ０．９％〜１．１％ １．０％〜１．２％
設備投資促進資金 １．０％〜１．４％ １．１％〜１．５％
設備投資促進資金【カーボンニュートラル・DX・事業再構築要件の場合】 ０．９％〜１．３％ １．０％〜１．４％
産業創造資金（経営革新計画促進貸付） １．０％〜１．２％ １．１％〜１．３％
産業創造資金（事業承継特別貸付） １．０％〜１．２％ １．１％〜１．３％
産業創造資金（事業承継支援貸付） １．２％〜１．４％ １．３％〜１．５％
産業創造資金（社会貢献企業等優遇貸付） １．２％〜１．４％ １．３％〜１．５％
産業創造資金（海外投資貸付） １．２％〜１．４％ １．３％〜１．５％
産業創造資金（産業立地貸付）保証付き １．３％〜１．５％ １．４％〜１．６％
産業創造資金（産業立地貸付）保証なし １．４％〜１．６％ １．５％〜１．７％
経営安定資金（大臣指定等貸付） １．０％〜１．２％ １．１％〜１．３％
経営安定資金（知事指定等貸付）【SN5号の場合】 １．１％〜１．３％ １．２％〜１．４％
経営安定資金（知事指定等貸付） １．１％〜１．３％ １．２％〜１．４％
伴走支援型経営改善資金【SN4号】 ０．８％〜１．０％ ０．９％〜１．１％
伴走支援型経営改善資金【SN5号・一般証の場合】 ０．９％〜１．１％ １．０％〜１．２％
経営あんしん資金 １．３％〜１．５％ １．４％〜１．６％



本日の内容
１：令和６年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 伴走支援型経営改善資金の取扱期間の延長について
(3) 事業資金（短期貸付）の拡充について
(4) 産業創造資金（事業承継支援貸付）の見直しについて
(5) その他の見直し事項について
(6) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール ☜
３：その他連絡事項



資 料 名 印刷物 ホームページ

令和６年度
埼玉県中小企業制度融資のご案内

3月末
発送予定

デジタル版
4月1日
掲載予定
＊１

埼玉県中小企業制度融資様式集(令和６年度) 制度融資の
手引に収録

申込書(様式変更あり) ※複写式のもの ３月下旬
発送

埼玉県中小企業制度融資の手引
5月中旬
発送予定

（商工団体のみ）

デジタル版
4月1日
掲載予定
＊２

２−① 制度改正に伴う各種資料等の配布・掲載スケジュール

＊１ 一般向け（中小企業向け制度融資）ページ
＊２ 関係機関向けページ



２−② ブックマーク（しおり）機能イメージ



２−③ 一般向け（中小企業向け制度融資）ページについて
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/
県HPトップページ > しごと・産業 > 産業 > 産業支援・経営支援 > 中小企業向け制度融資

・埼玉県公式ホームページのトップページからリンクをたどる（上記参照）
・埼玉県公式ホームページトップページの「キーワードから探す」から「ページ番号で検索」を選択し
「4171」と入力し検索
・任意の検索エンジン（google等）で「埼玉県制度融資」と入力して検索

アクセス方法

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/


２−④ 関係機関向けページについて
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/seido-files.html

・埼玉県公式ホームページトップページの「キーワードから探す」から「キーワードで検索」を選択し「関
係機関向けページ」と入力して検索、または「ページ番号で検索」を選択し「24285」と入力し検索

アクセス方法

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0805/seidoyushi/seido-files.html


２−⑤ 県ホームページトップページの検索欄について



本日の内容
１：令和６年度資金メニューの見直しについて

(1) 主な改正点について
(2) 伴走支援型経営改善資金の取扱期間の延長について
(3) 事業資金（短期貸付）の拡充について
(4) 産業創造資金（事業承継支援貸付）の見直しについて
(5) その他の見直し事項について
(6) 融資利率の変更について

２：制度改正に伴う印刷物の配布・掲載スケジュール
３：その他連絡事項 ☜



令和６年度 令和５年度

対象者要件

①開業後１年以上又は分社化
（小規模事業資金除く）

②金融機関取引６か月以上
（事業貸付・手形割引・当座預金）

③受付機関による経営指導６か月以上

④１年以内に制度融資・日本政策金融公庫
融資申込受付かつ融資実行実績あり
（変更）

⑤商工会議所・商工会の会員期間１年以上

⑥その他受付機関による営業実態把握

①開業後１年以上又は分社化
（小規模事業資金除く）

②金融機関取引６か月以上
（事業貸付・手形割引・当座預金）

③受付機関による経営指導６か月以上

④１年以内に制度融資・日本政策金融公庫
融資申込受付あり

⑤商工会議所・商工会の会員期間１年以上

⑥その他受付機関による営業実態把握

３−① 現地調査を省略できる場合の変更について



３−② 利子補給事務に係る注意点について

中小企業制度融資では、以下に該当する融資に対して利子補給を行
いません。融資実行時や残高報告の際等に改めてご注意ください。

（１）制度融資要綱で定める条件に合致しない条件で実行された
融資

（２）代位弁済請求中である融資又は債務者が期限の利益を喪失
している融資

（３）知事が埼玉県中小企業経営安定対策要綱に基づいて指定し
ている再生手続開始申立等企業に対する融資

（４）制度融資要綱に定める最長融資期間の最終日である融資又
は最終日を経過した融資

（５）その他知事が利子補給の対象とすることが適当でないと認
めた融資



ご静聴ありがとうございました。

産業労働部 金融課


